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(57)【要約】
【課題】給紙装置にて発生した搬送異常が解消されるこ
となく記録用紙が給紙装置から画像形成装置本体に供給
されることを抑止する。
【解決手段】画像形成装置本体と接続されると共に上記
画像形成装置本体に対して記録用紙を受け渡す受渡口３
ａ１と、平面視において上記受渡口３ａ１よりも遠方に
配置されると共に上記画像形成装置本体と隣接配置され
る給紙装置から上記記録用紙を受け取ると受取口３ａ２
と、上記受渡口３ａ１と上記受取口３ａ２との間で上記
記録用紙を搬送する搬送手段３ｃを備える中継搬送装置
３を用いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置本体と接続されると共に前記画像形成装置本体に対して記録用紙を受け渡
す受渡口と、
　平面視において前記受渡口よりも遠方に配置されると共に前記画像形成装置本体と隣接
配置される給紙装置から前記記録用紙を受け取ると受取口と、
　前記受渡口と前記受取口との間で前記記録用紙を搬送する搬送手段と
　を備えることを特徴とする中継搬送装置。
【請求項２】
　前記搬送手段による前記記録用紙の搬送経路に設けられると共に搬送異常を検知する異
常検知センサーを備えることを特徴とする請求項１記載の中継搬送装置。
【請求項３】
　前記異常検知センサーは、前記搬送経路において前記受渡口よりも前記受取口寄りに配
置されていることを特徴とする請求項２記載の中継搬送装置。
【請求項４】
　搬送異常を生じた前記記録用紙を外部に排紙する排紙手段を備えることを特徴とする請
求項１～３いずれかに記載の中継搬送装置。
【請求項５】
　前記排紙手段は、
　前記搬送異常を生じた前記記録用紙が排紙される排紙トレイと、
　姿勢に応じて前記搬送手段による前記記録用紙の搬送経路から前記排紙トレイに前記記
録用紙を案内する可動ガイド部材と、
　前記ガイド部材を駆動して前記ガイド部材の姿勢を変化させる駆動部と
　を備えることを特徴とする請求項１～４いずれかに記載の中継搬送装置。
【請求項６】
　前記受取口を介さず前記搬送手段に供給可能な前記記録用紙を収容するカセットを備え
ることを特徴とする請求項１～５いずれかに記載の中継搬送装置。
【請求項７】
　記録用紙に対して画像形成を行う画像形成装置本体と、
　前記画像形成装置本体に隣接されると共に前記画像形成装置本体に供給する前記記録用
紙を収容する第１の給紙装置と、
　前記画像形成装置本体と前記第１の給紙装置との間で前記記録用紙を搬送する請求項１
～６いずれかに記載の中継搬送装置と
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　前記画像形成装置本体の下部に配置されると共に前記画像形成装置本体に供給する前記
記録用紙を収容する第２の給紙装置を備え、前記第２の給紙装置と前記第１の給紙装置が
同一形状を有していることを特徴とする請求項７記載の画像形成装置。
【請求項９】
　画像形成装置本体に隣接されると共に画像形成装置本体に供給する記録用紙を収容する
第１の給紙装置と、
　前記画像形成装置本体と前記第１の給紙装置との間で前記記録用紙を搬送する請求項１
～６いずれかに記載の中継搬送装置と
　を備えることを特徴とする給紙装置ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継搬送装置、画像形成装置及び給紙装置ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、画像形成装置本体で蓄える記録用紙よりも、より多くの記録用紙が必要とさ
れる場合には、特許文献１に示すように、画像形成装置本体に対して給紙装置を隣接配置
し、これによって画像形成装置を構成する場合がある。
　給紙装置は、記録用紙を収容するカセットを有しており、このカセットに収容された記
録用紙を画像形成装置本体に供給している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－４５２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述のような画像形成装置では、給紙装置のカセットから画像形成装置本体
への給紙経路ができる限り短くなるように、給紙装置のカセットに収容された記録用紙を
画像形成装置本体側から取り上げ、取り上げた記録用紙が直ぐに画像形成装置本体に供給
されるように構成されている。
　このため、給紙装置のカセットから複数の記録用紙が重なって取り上げられる等に起因
して記録用紙が重なって搬送される重送搬送等の搬送異常が発生した場合には、給紙装置
にて搬送異常が発生していることを検知する間もなく、搬送異常が解消されないまま記録
用紙が画像形成装置本体に供給されてしまう。
　このように、搬送異常が画像形成装置本体に供給されると、画像形成装置本体の内部に
て紙詰まり（ジャム）が発生し、画像形成装置本体における画像形成を中断せざるを得な
くなる。
【０００５】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、給紙装置を用いて画像形成装置本
体に記録用紙を供給する場合に、給紙装置にて発生した搬送異常が解消されることなく記
録用紙が給紙装置から画像形成装置本体に供給されることを抑止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するための手段として、以下の構成を採用する。
【０００７】
　第１の発明は、中継搬送装置であって、画像形成装置本体と接続されると共に上記画像
形成装置本体に対して記録用紙を受け渡す受渡口と、平面視において上記受渡口よりも遠
方に配置されると共に上記画像形成装置本体と隣接配置される給紙装置から上記記録用紙
を受け取ると受取口と、上記受渡口と上記受取口との間で上記記録用紙を搬送する搬送手
段とを備えるという構成を採用する。
【０００８】
　第２の発明は、上記第１の発明において、　上記搬送手段による上記記録用紙の搬送経
路に設けられると共に搬送異常を検知する異常検知センサーを備えるという構成を採用す
る。
【０００９】
　第３の発明は、上記第２の発明において、上記異常検知センサーが、上記搬送経路にお
いて上記受渡口よりも上記受取口寄りに配置されているという構成を採用する。
【００１０】
　第４の発明は、上記第１～第３いずれかの発明において、搬送異常を生じた上記記録用
紙を外部に排紙する排紙手段を備えるという構成を採用する。
【００１１】
　第５の発明は、上記第１～第４いずれかの発明において、上記排紙手段が、上記搬送異
常を生じた上記記録用紙が排紙される排紙トレイと、姿勢に応じて上記搬送手段による上
記記録用紙の搬送経路から上記排紙トレイに上記記録用紙を案内する可動ガイド部材と、



(4) JP 2012-171700 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

上記ガイド部材を駆動して上記ガイド部材の姿勢を変化させる駆動部とを備えるという構
成を採用する。
【００１２】
　第６の発明は、上記第１～第５いずれかの発明において、上記受取口を介さず上記搬送
手段に供給可能な上記記録用紙を収容するカセットを備えるという構成を採用する。
【００１３】
　第７の発明は、画像形成装置であって、記録用紙に対して画像形成を行う画像形成装置
本体と、上記画像形成装置本体に隣接されると共に上記画像形成装置本体に供給する上記
記録用紙を収容する第１の給紙装置と、上記画像形成装置本体と上記第１の給紙装置との
間で上記記録用紙を搬送する上記第１～第６いずれかの発明である中継搬送装置とを備え
るという構成を採用する。
【００１４】
　第８の発明は、上記第７の発明において、上記画像形成装置本体の下部に配置されると
共に上記画像形成装置本体に供給する上記記録用紙を収容する第２の給紙装置を備え、上
記第２の給紙装置と上記第１の給紙装置が同一形状を有しているという構成を採用する。
【００１５】
　第９の発明は、給紙装置ユニットであって、画像形成装置本体に隣接されると共に画像
形成装置本体に供給する記録用紙を収容する第１の給紙装置と、上記画像形成装置本体と
上記第１の給紙装置との間で上記記録用紙を搬送する請求項１～６いずれかに記載の中継
搬送装置とを備えるという構成を採用する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明においては、画像形成装置本体と接続される受渡口よりも、給紙装置から記録用
紙を受け取る受取口が平面視において遠方に配置されており、受取口と受渡口との間を搬
送手段によって記録用紙を搬送する。
　このような本発明の中継搬送装置を用いることによって、給紙装置から画像形成装置本
体に記録用紙が供給するまでの時間を長く確保することができ、給紙装置にて搬送異常が
生じた場合に当該搬送異常を検知できる可能性を飛躍的に高め、搬送異常が解消されない
まま記録用紙が画像形成装置本体に供給されることを抑止することができる。
【００１７】
　なお、このような中継搬送装置と、画像形成装置本体と、給紙装置とを備える画像形成
装置においては、給紙装置にて搬送異常が生じた場合には、例えば、当該搬送異常の原因
となっている記録用紙の搬送を中継搬送装置で止め、画像を形成する記録用紙を画像形成
装置本体に蓄えられた記録用紙に変更することで、搬送異常を解消するまでの間にて画像
形成が停止することを避けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態における画像形成装置を模式的に示す概略構成図である。
【図２】本発明の一実施形態における画像形成装置が備える中継搬送装置の概略構成を示
す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明に係る中継搬送装置、画像形成装置及び給紙装置ユニッ
トの一実施形態について説明する。なお、以下の図面において、各部材を認識可能な大き
さとするために、各部材の縮尺を適宜変更している。
【００２０】
　図１は、本実施形態の画像形成装置Ｓ１を模式的に示す概略構成図である。
　この図に示すように、本実施形態の画像形成装置Ｓ１は、画像形成装置本体１と、第１
の給紙装置２と、中継搬送装置３と、第２の給紙装置４とを備えている。
【００２１】
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　画像形成装置本体１は、記録用紙Ｐに対して画像形成を行うものであり、本実施形態に
おいては複写機として構成されている。
　この画像形成装置本体１は、図１に示すように、筐体１ａ、操作表示部１ｂ、原稿読取
部１ｃ、画像形成部１ｄ及び搬送装置１ｆ等を備えている。
　また、画像形成装置本体１は、当該画像形成装置本体１の全体を制御する不図示の制御
部や、画像データ等の記憶を行う不図示の記憶部を備えている。
【００２２】
　筐体１ａは、画像形成装置本体１の外形形状を形作ると共に内部に画像形成部１ｄ及び
搬送装置１ｆ等を収容する箱状の部材である。
　そして、筐体１ａには、外部から供給される記録用紙Ｐを受け取るための受取口１ａ１
と、画像形成後の記録用紙Ｐを排紙するための排出口１ａ２とが設けられている。
　なお、筐体１ａの内部には、不図示のガイド部材が複数設けられており、これらのガイ
ド部材によって記録用紙Ｐを搬送するための搬送経路が形成されている。
【００２３】
　 操作表示部１ｂは、筐体１ａの上部に設置されており、ハードキーやタッチパネル上
に表示されるソフトウェアキーから構成されており、ユーザの各種指示を受け付け、当該
指示を示す操作信号を制御部に出力する一方、制御部から入力される画像信号に基づいて
各種の画像をタッチパネル上に表示する。
【００２４】
　原稿読取部１ｃは、筐体１ａの上部に設置されており、制御部の制御の下、ＡＤＦ（Au
to Document Feeder）によって自動搬送される原稿、或いはプラテンガラス上にセットさ
れた原稿の画像を読み取り、読み取った原稿画像を表す原稿画像データを生成する。
【００２５】
　画像形成部１ｄは、制御部の制御の下、電子写真方式によって原稿画像データに基づく
トナー画像を感光体ドラム上に形成し、そのトナー画像を搬送されてきた用紙に転写及び
定着させるものである。
【００２６】
　搬送装置１ｆは、筐体１ａの内部に設けられた搬送経路に沿って記録用紙Ｐを搬送する
ものである。
　具体的には、搬送装置１ｆは、受取口１ａ１あるいは受取口１ａ３から供給された記録
用紙Ｐを画像形成部１ｄを介して排出口１ａ２まで搬送して排出する。
【００２７】
　第２の給紙装置４は、画像形成装置本体１の下部に配置されると共に、画像形成装置本
体１に対して供給する記録用紙Ｐを蓄えると共に必要に応じて蓄えた記録用紙Ｐを画像形
成装置本体１に供給するものである。
　この第２の給紙装置４は、図１に示すように、筐体４ａと、カセット４ｂと、搬送装置
４ｃとを備えている。
　また、第２の給紙装置４は、第２の給紙装置４の全体を制御するための不図示の制御部
を備えている。なお、この制御部は、後述する中継搬送装置３の制御部と兼用されるもの
であっても良い。
【００２８】
　筐体４ａは、第２の給紙装置４の外形形状を形作ると共に内部にカセット４ｂや搬送装
置４ｃ等を収容する箱状の部材である。
　そして、筐体４ａには、記録用紙Ｐを排紙すると共に画像形成装置本体１の受取口１ａ
３と接続される排出口４ａ１が設けられている。排出口４ａ１は、第２の給紙装置４の第
１の給紙装置２側（正面に向かって右側）に配置されている。
　なお、筐体４ａの内部には、不図示のガイド部材が複数設けられており、これらのガイ
ド部材によって記録用紙Ｐを搬送するための搬送経路が形成されている。
【００２９】
　カセット４ｂは、画像が形成される前の記録用紙Ｐを収容するものであり、筐体４ａの
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下部に設置されており、当該筐体４ａに対して脱着可能とされている。
【００３０】
　搬送装置４ｃは、筐体４ａの内部に設けられた搬送経路に沿って記録用紙Ｐを搬送する
ものである。
　具体的には、搬送装置４ｃは、制御部の制御の下、カセット４ｂに収容された記録用紙
Ｐを排出口４ａ１まで搬送して排出する。
　また、搬送装置４ｃは、カセット４ｂに収容された記録用紙Ｐ束の最上部に位置する記
録用紙Ｐを取り上げるための給紙部４ｃ１を有している。そして、本実施形態では、給紙
部４ｃ１が第２の給紙装置４の右側に配置され、第２の給紙装置４の右側から記録用紙Ｐ
が取り上げられて搬送される構成を有している。
【００３１】
　第１の給紙装置２は、画像形成装置本体１に隣接配置されると共に、画像形成装置本体
１に対して供給する記録用紙Ｐを蓄えると共に必要に応じて蓄えた記録用紙Ｐを中継搬送
装置３に供給するものである。
　この画像形成装置本体１に隣接配置される第１の給紙装置２は、図１に示すように、筐
体２ａと、カセット２ｂと、搬送装置２ｃとを備えている。
　また、画像形成装置本体１に隣接配置される第１の給紙装置２は、第１の給紙装置２の
全体を制御するための不図示の制御部を備えている。なお、この制御部は、後述する中継
搬送装置３の制御部と兼用されるものであっても良い。
【００３２】
　筐体２ａは、第１の給紙装置２の外形形状を形作ると共に内部にカセット２ｂや搬送装
置２ｃ等を収容する箱状の部材である。
　そして、筐体２ａには、記録用紙Ｐを排紙すると共に中継搬送装置３の受取口３ａ２と
接続される排出口２ａ１が設けられている。なお、後に詳説するが、中継搬送装置３の受
取口３ａ２は、平面視において画像形成装置本体１から遠方に設けられる。
　このため、図１に示すように、排出口２ａ１は、第１の給紙装置２の画像形成装置本体
１から遠い側（正面に向かって右側）に配置されている。
　なお、筐体２ａの内部には、不図示のガイド部材が複数設けられており、これらのガイ
ド部材によって記録用紙Ｐを搬送するための搬送経路が形成されている。
【００３３】
　カセット２ｂは、画像が形成される前の記録用紙Ｐを収容するものであり、筐体２ａの
下部に設置されており、当該筐体２ａに対して脱着可能とされている。
【００３４】
　搬送装置２ｃは、筐体２ａの内部に設けられた搬送経路に沿って記録用紙Ｐを搬送する
ものである。
　具体的には、搬送装置２ｃは、制御部の制御の下、カセット２ｂに収容された記録用紙
Ｐを排出口２ａ１まで搬送して排出する。
　また、搬送装置２ｃは、カセット２ｂに収容された記録用紙Ｐ束の最上部に位置する記
録用紙Ｐを取り上げるための給紙部２ｃ１を有している。そして、本実施形態では、給紙
部２ｃ１が第１の給紙装置２の画像形成装置本体１から遠い側（正面に向かって右側）に
配置され、第１の給紙装置２の右側から記録用紙Ｐが取り上げられて搬送される構成を有
している。
【００３５】
　このように本実施形態においては、第２の給紙装置４における給紙部４ｃ１の配置位置
と第１の給紙装置２における給紙部２ｃ１の配置位置とが平面視において同一側とされて
いる。
　このため、記録用紙Ｐは画像形成装置本体１においても第１の給紙装置２においても同
じ側（正面に向かって右側）から取り上げられる。
　したがって、第２の給紙装置４と第１の給紙装置２を同一形状として共通化を図ること
が可能となり、製造コストや管理コストを削減することが可能となる。
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【００３６】
　中継搬送装置３は、第１の給紙装置２から供給される記録用紙Ｐを画像形成装置本体１
に受け渡すためのものであり、第１の給紙装置２の上部に設置されて画像形成装置本体１
と隣接配置されている。
【００３７】
　図２は、中継搬送装置３の概略構成を示す断面図である。この図に示すように、中継搬
送装置３は、筐体３ａと、カセット３ｂと、搬送装置３ｃと、超音波センサー３ｄ（異常
検知センサー）と、排紙機構３ｅ（排紙手段）と、制御部３ｆとを備えている。
【００３８】
　筐体３ａは、中継搬送装置３の外形を形作ると共に、内部にカセット３ｂ、搬送装置３
ｃ、超音波センサー３ｄ等を収容する箱状部材である。
　この筐体３ａには、画像形成装置本体１の受取口１ａ１に対して接続されると共に画像
形成装置本体１に対して記録用紙Ｐを受け渡すための受渡口３ａ１が設けられている。ま
た、筐体３ａには、画像形成装置本体１と遠い側に、第１の給紙装置２の排出口２ａ１に
接続されると共に第１の給紙装置２から記録用紙Ｐを受け取る受取口３ａ２とが設けられ
ている。
　つまり、本実施形態において中継搬送装置３は、画像形成装置本体１と接続されると共
に画像形成装置本体１に対して記録用紙Ｐを受け渡す受渡口３ａ１と、平面視において受
渡口３ａ１よりも遠方に配置されると共に画像形成装置本体１と隣接配置される第１の給
紙装置２から記録用紙Ｐを受け取ると受取口３ａ２とを備えている。
　また、筐体３ａの内部には、ガイド部材３ｇが複数設けられており、これらのガイド部
材３ｇによって記録用紙Ｐを搬送するための搬送経路が形成されている。
　さらに、筐体３ａには、搬送異常を生じた記録用紙Ｐを排紙するための排紙口３ａ３を
備えている。
【００３９】
　カセット３ｂは、画像が形成される前の記録用紙Ｐを収容するものであり、筐体３ａの
下部に設置されており、当該筐体３ａに対して脱着可能とされている。
【００４０】
　搬送装置３ｃは、筐体３ａの内部に設けられた搬送経路に沿って記録用紙Ｐを搬送する
ものである。
　具体的には、搬送装置３ｃは、制御部３ｆの制御の下、カセット３ｂに収容された記録
用紙Ｐあるいは受取口３ａ２から供給された記録用紙Ｐを受渡口３ａ１まで搬送して排出
する。
　また、搬送装置３ｃは、カセット３ｂに収容された記録用紙Ｐ束の最上部に位置する記
録用紙Ｐを取り上げるための給紙部３ｃ１を有している。
【００４１】
　超音波センサー３ｄは、記録用紙Ｐの搬送異常を検出可能なセンサーであり、超音波を
発する発信器と、超音波が記録用紙Ｐに当たることによって生じる振動を検知する検知器
とを備えている。そして、検知器で受ける振動から記録用紙Ｐの有無や重なりを検知する
。
　具体的には、記録用紙Ｐが１枚で搬送されている場合と重送されている場合とでは、超
音波センサー３ｄの検知器の値が変化する。したがって、検知器が検知する振動から記録
用紙Ｐが重送されているか否かを判定することができる。
　一方、記録用紙Ｐが所定の間隔を空けずに連送されている場合には、記録用紙Ｐが通過
する期間が記録様態が１枚である場合と比較して長くなるため、記録用紙Ｐが検知される
期間に基づいて記録用紙Ｐが連送されているか否かを判定することができる。
　つまり、本実施形態においては、超音波センサー３ｄによって、重送や連送等の搬送異
常を検知することができる。
　また、本実施形態においては、図２に示すように、超音波センサー３ｄは、記録用紙Ｐ
の搬送経路において、受渡口３ａ１よりも受取口３ａ２寄りに配置されている。より詳細
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には、受取口３ａ２に可能な限り寄せて配置されている。
【００４２】
　なお、図２に示すように、中継搬送装置３は、記録用紙Ｐの位置を検知するために、記
録用紙Ｐの搬送経路に設置される複数の接触センサー３ｈを備えている。このため、当該
接触センサー３ｈからの信号に基づいて記録用紙Ｐの連送を検知することも可能である。
【００４３】
　排紙機構３ｅは、搬送異常を生じた記録用紙Ｐを筐体３ａの外部に排紙するためのもの
であり、排紙トレイ３ｅ１と、可動ガイド部材３ｅ２と、駆動部３ｅ３とを備えている。
【００４４】
　排紙トレイ３ｅ１は、筐体３ａから排紙された記録用紙Ｐを受け取ると共に当該記録用
紙Ｐが載置されるものであり、筐体３ａの排紙口３ａ３の下方に設置されている。
【００４５】
　可動ガイド部材３ｅ２は、駆動部３ｅ３の駆動によって姿勢を変化可能とされ、姿勢に
応じて搬送装置３ｃによる記録用紙Ｐの搬送経路から排紙トレイ３ｅ１に記録用紙Ｐを案
内するものである。この可動ガイド部材３ｅ２は、図２に示すように、搬送経路の途中部
位に設置されており、回動可能に軸支されている。そして、可動ガイド部材３ｅ２は、先
端が搬送経路に入り込むまで回動された姿勢（図１に示す姿勢）で、搬送経路を進行する
記録用紙Ｐを掬い上げ、これによって記録用紙Ｐの排紙トレイ３ｅ１に案内する。
【００４６】
　駆動部３ｅ３は、可動ガイド部材３ｅ２を回動させて姿勢設定するものであり、制御部
３ｆの制御の下、可動ガイド部材３ｅ２の姿勢を設定する。
【００４７】
　制御部３ｆは、中継搬送装置３の動作全体を制御するものであり、画像形成装置本体１
の制御部からの信号等に基づいて制御を行う。
　また、本実施形態において制御部３ｆは、超音波センサー３ｄと電気的に接続されてお
り、超音波センサー３ｄからの信号に基づいて駆動部３ｅ３に可動ガイド部材３ｅ２の姿
勢を設定させる。
【００４８】
　なお、本実施形態においては、第２の給紙装置４と中継搬送装置３とによって、本発明
の給紙装置ユニットが構成されている。
【００４９】
　このような構成を有する本実施形態の画像形成装置Ｓ１において、第１の給紙装置２か
ら画像形成装置本体１に記録用紙Ｐを給紙して画像形成する場合には、第１の給紙装置２
から記録用紙Ｐが中継搬送装置３に供給される。
【００５０】
　中継搬送装置３に供給された記録用紙Ｐは、筐体３ａの受取口３ａ２から搬送装置３ｃ
の搬送によって筐体３ａの内部に取り込まれる。
　そして、記録用紙Ｐが超音波センサー３ｄを通過する際に、記録用紙Ｐの搬送状態が検
知され、搬送異常が生じている場合には、排紙機構３ｅが当該記録用紙Ｐを筐体３ａの外
部に排出する。
　なお、搬送異常が生じていない場合には、記録用紙Ｐは筐体３ａの受渡口３ａ１から画
像形成装置本体１に供給されて画像形成部１ｄにて画像が形成された後、排出される。
【００５１】
　以上のような本実施形態の中継搬送装置３においては、画像形成装置本体１と接続され
る受渡口３ａ１よりも、第１の給紙装置２から記録用紙Ｐを受け取る受取口３ａ２が平面
視において遠方に配置されており、受取口３ａ２と受渡口３ａ１との間を搬送装置３ｃに
よって記録用紙Ｐを搬送する。
　このような本実施形態の中継搬送装置３を用いることによって、第１の給紙装置２から
画像形成装置本体１に記録用紙Ｐが供給するまでの時間を長く確保することができ、第１
の給紙装置２にて搬送異常が生じた場合に当該搬送異常を検知できる可能性を飛躍的に高
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め、搬送異常が解消されないまま記録用紙Ｐが画像形成装置本体１に供給されることを抑
止することができる。したがって、画像形成装置本体１において、紙詰まりが発生するこ
とを抑制することができる。
【００５２】
　また、本実施形態のように中継搬送装置３と、画像形成装置本体１と、第１の給紙装置
２とを備える画像形成装置Ｓ１においては、第１の給紙装置２にて搬送異常が生じた場合
には、例えば、当該搬送異常の原因となっている記録用紙Ｐの搬送を中継搬送装置３で止
め、画像の形成する記録用紙Ｐを画像形成装置本体に蓄えられた記録用紙Ｐに変更するこ
とで、搬送異常を解消するまでの間にて画像形成が停止することを避けることが可能とな
る。
【００５３】
　また、本実施形態においては、中継搬送装置３が超音波センサー３ｄを備えており、中
継搬送装置３にて搬送異常を検知可能とされている。
　ただし、搬送異常を検知する異常検知センサーは、必ずしも中継搬送装置３に設置され
ている必要はなく、例えば第１の給紙装置２の排出口２ａ１付近に設置しても良い。この
場合には、第１の給紙装置２にて搬送異常が検知され、この検知結果に基づいて中継搬送
装置３が排紙作業を行うこととなる。
【００５４】
　また、本実施形態においては、超音波センサー３ｄが記録用紙Ｐの搬送経路において、
受渡口３ａ１よりも受取口３ａ２寄りに配置されている。
　このため、搬送異常を素早く検知することが可能となり、搬送異常を発生している記録
用紙Ｐが画像形成装置本体１に供給されることをより確実に防ぐことが可能となる。
【００５５】
　また、本実施形態においては、中継搬送装置３が搬送異常を生じた記録用紙Ｐを外部に
排紙する排紙機構３ｅを備えている。
　このため、搬送異常を検知した際に、搬送異常を生じた記録用紙Ｐを直ぐに搬送経路か
ら取り除き、短時間で搬送異常を解消することが可能となる。
【００５６】
　また、本実施形態においては、中継搬送装置３がカセット３ｂを備えている。このため
、中継搬送装置３から画像形成装置本体１に記録用紙Ｐを供給することも可能である。
【００５７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
、上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。上述した実施形態において示した
各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の趣旨から逸脱しない範囲に
おいて設計要求等に基づき種々変更可能である。
【００５８】
　例えば、上記実施形態においては、画像形成装置本体１を複写機としたが、プリンタ、
ファクシミリ装置又はこれらの機能を備えた複合機とすることもできる。
【００５９】
　また、上記実施形態においては、画像形成装置本体１において記録用紙Ｐを取り上げる
側と、第１の給紙装置２において記録用紙Ｐを取り上げる側とが同じ方向である構成につ
いて説明した。
　しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、画像形成装置本体１において
記録用紙Ｐを取り上げる側と、第１の給紙装置２において記録用紙Ｐを取り上げる側とが
反対である構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００６０】
　Ｓ１……画像形成装置、１……画像形成装置本体、１ａ１……受取口１ａ３……排出口
、１ｆ……搬送装置、２……第１の給紙装置、２ｂ……カセット、２ｃ……搬送装置、２
ｃ１……給紙部、３……中継搬送装置、３ａ１……受渡口、３ａ２……受取口、３ａ３…
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…排紙口、３ｂ……カセット、３ｃ……搬送装置（搬送手段）、３ｃ１……給紙部、３ｄ
……超音波センサー（異常検知センサー）、３ｅ……排紙機構、３ｅ１……排紙トレイ、
３ｅ２……可動ガイド部材、３ｅ３……駆動部、３ｆ……制御部、４……第２の給紙装置
、４ｂ……カセット、４ｃ……搬送装置、４ｃ１……給紙部、Ｐ……記録用紙

【図１】 【図２】
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